
1． 補償業務管理士筆記試験実施 

 11 月１８日、全国一斉に「補償業務管理士筆記試

験」が行われました。本来４月１９日の実施でしたが

新型コロナウイルスの感染予防の観点から１０月１

８日に延期されていたものです。今回の科目別受験者

の数は共通科目２３名、土地調査１名、土地評価６名、

物件４名、機会工作物５名、営業・特殊６名、補償関

連１４名、総合補償４名延べ６３名でした。事業損失

の受験者はありませんでした。 

２．沖縄県土地開発公社との意見交換会実施 

 １０月９日、沖縄県土地開発公社と意見交換会を行

いました。 

支部提出議題 

○平成２９年度から実施している成果品評価の現状 

○委託業務の平準化（特に技術支援業務） 

公社からの要望事項 

○成果品の精度は良くなってきているが会員間にバ

ラツキがある。協会で指導して欲しい。 

○調査業務における地権者対応について 

 物件等調査時点で補償内容を過大に地権者に話し

後日の交渉等に重大な影響を与えたケースがある。 

  我々は補償の専門家集団を自負している組織で

あり、公社からの指摘事項（特に地権者対応）は恥

ずべき内容です、会員各社が猛省して今後の業務に

生かして頂きたいと思います。 

 

３．要請活動実施 

１０月２２日、２９日支部報「うるま」を主要起業者

に配布し補償コンサルタント沖縄支部会員の更なる

活用を要望しました。 

 

今月の予定 

 ４日（水） 役員会 

１８日（水） 補償業務研修会（非会員含む） 

２４日（水） 五役会 

日程調整中 沖縄総合事務局意見交換会 

※従来年末に開催していました、支部忘年会は新型

コロナウイルス感染拡大を防ぐ為今年度は中止しま

す。 

ご了承御願いします。 

 

く げ ん ！！ 

「沖縄県土地開公社との意見交換会実施」の欄でも記

載しましたが、地権者対応での事例は補償業務管理士

としての責務を放棄していると見做されるものです。

建物移転補償の内容は起業者が支障物件の位置、構造、

支障範囲等を総合的に勘案して決定する事です。今後

細心の注意を払って地権者対応を行って頂きたい。 

 成果品の精度に関して会員間でバラツキがあると

の指摘は会員各社（経営者も含め）の意識の問題と思

います専門家集団として間違いのない成果を納める

ことは当たり前の事ではないでしょうか？事務局報

に毎回掲載している attention はその意識を再確認

して頂くために行っているのですが・・・１社の躓き

で全体が転ける場合があることを肝に銘じて貰いた

いと思います。  
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※成果品は会社の顔である！ 

※多重チエックを忘れずに！ 


